
担当

№ 日時
ねらい

（各回における具体的な到達点）
学習
方法

備考

1
令和2年8月8日
9:00～12:30

災害時，避難の必要性を，どう判
断していくか，災害時に起こりえ
る状況を予測し，避難方法（避難
所，自宅待機など）について考え
る。また，避難所運営ゲームHUG
ゲームを通じて，避難所を運営す
る場合の対応を学ぶ。

講話
実習

2
令和2年8月22日
9:00～12:30

〃 〃

災害時，避難の必要性を，どう判断していくか，災害時に起こりえる状況を予測し，避難方法（避難所，自宅待機など）につい
て考える。また，避難所運営ゲームHUGゲームを通じて，避難所を運営する場合の対応を学ぶ。

ホール１・２　※８/８(土)はホール1のみ令和２年８月８日（土），２２日（土）　計２回　午前９時～午後０時３０分

宇都宮市の防災，避難所運営につ
いて学ぶ

〃 〃

・講話：危機管理課職
員
・実習：ＮＰＯ法人栃木
県防災士会

・災害時における避難等
の講話
・避難所運営ゲームHUG

〃

令和２年度　国本生涯学習センター　防災講座事例

学習テーマ 学習内容

　４．対象・定員

学習支援者
（講　師　等）

　６．学習場所

増渕くにもと生き生き教室

地域の人が安心して生活が送れるよう，地域防災について学び，災害時の対処法を習得するとともに，受講者同士の交流
を通じて地域の絆を深めていく。

国本生涯学習センター，国本地区づくり振興会共催

　１．講　座　名
　　（サブタイトルも含む）

　２．事業の目的
　　（最終的な到達点）

　３．実施主体

　５．期間・時間（回数）

　７．学習の目標
　　（講座における到達点）

各種団体長，各自治会長

資料４－１
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資料４－１　参考１
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災
害
種
別

地 震 風水害

洪 水 土砂災害

避
難
行
動

・揺れが収まるまで安全な場所で待つ
・火災の危険がある場合は公園など広い場所

へ一時避難（広域避難場所等）
・家に被害があり，生活できない場合は

避難所へ行く。
・自主防災会など地域の方は，備蓄避難所を

自主開設するなどにより対応

・危険な場所（洪水浸水想定区域，土砂災害警戒区域
など）にいる人は，警戒レベル３で避難開始

・避難所，親戚・知人宅など，危険な場所の外へ避難

※風水害は，登録制メールや市ホームページ，テレビの
データ放送，ラジオなどから情報を収集し，あらかじ
め災害を予見することが可能

【注意】すべての避難所が開いているわけではない。登録制メールや
市ホームページで開設している避難所をチェック
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 「警戒レベル３」「警戒レベル４」が発令されたら
危険な場所※から避難しましょう

※「危険な場所」とは・・・
洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの被災のリスクがある場所

 市ホームページなどから，洪水ハザードマップや土砂災害
ハザードマップなどを確認できます
（宇都宮市役所８階 河川課においても配布しています）

 ハザードマップにより，ご自分の家が危険な場所（洪水浸
水想定区域や土砂災害警戒区域など）にあるかどうか，
確認しておきましょう。
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警戒
レベル

住民がとるべき行動 避難情報等
防災気象情報（警戒レベル相当情報）

浸水の情報（河川）土砂災害等の情報（雨）
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① 避難とは[難]を[避]けること。
安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。

② 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。
安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。

③ マスク・消毒液・体温計が不足しています。
できるだけ自ら携行して下さい。

④ 市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能性
があります。災害時には市町村ホームページ等で確認して下さい。

⑤ 豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊をする場合
は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認して下さい。



● 確実に情報を入手できるよう，

複数の手段で情報を確認しましょう。

● 必要な情報は待っていても入手できません。

自分で情報を取りに行くことが重要です。

� 災害から自分や家族を守るために！！

6
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● 緊急速報メール「エリアメール」

● 宇都宮市登録制防災情報メール

● 宇都宮市ホームページ

● テレビ（データ放送）

● ラジオ（緊急告知機能付防災ラジオ）

� 災害に関する情報伝達手段



本市に関わる防災情報を事前に登録した人に配信するサービス

・配信情報・・気象警報などの気象情報や避難勧告等

・登録方法・・本市携帯サイトから登録

8

登録は下記ＱＲコードかＵＲＬより

�
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�

宇都宮市
地震
津波
風水害 76.4MHz

● 登録制防災情報メールを利用できない方には，
「緊急告知機能付 防災ラジオ」がお役に立ちます。

● 避難情報が発令されたときや，大地震（震度５弱以上）発生時，
土砂災害が発生するおそれがある時などに，電源をオフにして
いても，自動・大音量で緊急放送が流れます。
※ コンセントへ接続するか電池を入れておく必要があります。

● 市税に滞納がない市民で，登録制メールを利用
できない方を対象に，購入費の補助制度を実施しています。

販売価格14,300円 ― 補助金額10,700円＝自己負担額3,600円



「避難所」は
いつも開いているわけではありません！

市が避難情報（避難勧告など）を
発令した場合に開設します。

�



�
宇都宮市は，避難情報と併せて，市民が避難するための避難所の
開設情報を発表（どの地域に，どの避難所を開設しているか。）

11

全ての「避難所」が
開設されるわけではありません！

● 平時から，地域内の避難所をいくつか確認しておき，
市が開設した避難所に迅速に避難できるようにしましょう。

● 開設する避難所は，登録制防災メール，市ホームページ，
宇都宮市防災ラジオ，テレビ（データ放送）などから確認できます。



 台風など風水害発生時において，
優先的に開設する避難所を選定し，周知してまいります。

地 区
開設避難所

警戒レベル３・警戒レベル４ 状況により開設

○○地区 ○○市民活動センター，○○地区市民センター
○○中学校，○○小学校

■■小学校
□□小学校

12

 避難所は，危険な場所（洪水浸水想定区域，土砂災害警戒区域）
から避難するために開設します。



主体：市民
内容：飲料水や食糧の家庭内備蓄

家具の固定，家の耐震化

自分や家族の命と財産を守るために備えること

主体：地域（自主防災会等）
内容：避難所運営（協力）

住民の避難誘導（声かけ）

地域が一丸となり自発的に行う防災活動 行政が担う防災対策・災害対応

主体：行政（市，消防，警察等）
内容：人命救助，避難所開設運営

避難情報の発信
食料等の備蓄

13



①大規模災害発生時，公助の活動のみでは対応できない。
・災害発生時，市は全力で災害対応を行うが，特に大規模地震では道路，電気などのライフライン

の寸断や火災のため，市の防災活動は制限を受ける。
・発災直後の初期段階においては，各家庭（自助）と地域の活動（共助）が多くの命と財産を救う。

②「釜石の奇跡」は防災教育の成果だった。
・東日本大震災の津波では，市内小中学生約3,000人はほぼ無事だった。
・平時から各学校が避難訓練を徹底しており，児童生徒は訓練どおり

高台へ逃げ，難を逃れた。

④東日本大震災後「社会の絆」を
重視する意識が高まった。 ※内閣府資料から引用

⑤家庭における防災対策は効果が高い
・住宅耐震強化の死者現象効果
（現状）約38,000人⇒（対策後）約5,800人

・家具等固定の死者現象効果
（現状）約 3,000人⇒（対策後）約 900人

③阪神淡路大震災では，
地域住民が救出の主役だった。

近所の

人

64%

自衛隊

14%

消防

14%

家族

4%
親戚

4% ※日本建築学会資料
から引用

人命救助の主体

14



「自主防災組織」とは住民の「隣保協同の精神」

に基づく自発的な防災組織（災害対策基本法第２条の２「基本理念」）

主体：地域（自主防災会，自治会等）
内容：住民の避難誘導，安否確認（声かけ）

避難所運営（協力）

地域が一丸となり自発的に行う防災活動

共助の代表例

15



宇
都
宮
市
（
災
害
対
策
本
部
事
務
局
）

市 民

【地域防災活動】

・近隣住民への

避難の呼びかけ

・要援護者への支援

・避難所運営の協力 など

避難情報・避難所開設情報

気象警報・避難情報（避難勧告等）など

登録制メール・緊急速報メール
緊急告知機能付防災ラジオ

テレビ・ラジオ・ホームページ等

地
域
代
表
者

電話・メール
ＦＡＸ等

地
域
防
災
拠
点

地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

自
主
防
災
会
長

自
治
会
長

ま
ち
協
会
長

誰に連絡するかを
事前に打合せ

16

災害発生時に，災害対策本部事務局（危機管理課）から
地域の方に対して 直接 災害対応の「指示」や「連絡」は行っておりません。



宇都宮市災害対策本部

地域防災拠点
（地区市民センター・市民活動センター）

自主防災会長

連合自治会長

まちづくり協議会長

副会長副会長副会長

安否確認班避難所班 避難誘導班

副会長副会長副会長

Ａ自治会Ｂ自治会Ｃ自治会

事務局 事務局事務局

救護班 情報収集班 避難所班

情報収集・伝達

連携・協力

＜注釈＞
この図は，連合自治会長を中心
とした例であり，地域によって
は「自主防災会長」又は
「まちづくり協議会長」が
地域防災拠点との窓口となる。

事務局（危機管理課）

情報収集・伝達情報収集・伝達

17

地域内【縦・横】

連絡体制の整備
が重要



災害対策本部
事務局

地域防災拠点 地 域

気象警報発表

大雨警報
洪水警報 など

避難情報発令

避難準備・
高齢者等避難開始

レ
ベ
ル
２

レ
ベ
ル
３

警
戒

レ
ベ
ル

避難情報発令

・避難勧告
・避難指示（緊急）

レ
ベ
ル
４

・避難情報発令準備
・避難所開設準備
・消防・警察等連絡
・市各担当課への指示

・情報収集
・避難所開設準備

・避難所開設開始
・地域内情報伝達
・地域防災拠点又は

地域コミセンへ参集

・避難情報発令
・被害情報収集・集約
・市民への情報発信

登録制メール
緊急速報メール
ホームページ
テレビ・ラジオ

・市各担当課への指示

自主防災活動

・避難所開設・運営の協力
避難所（学校体育館）
の運営協力

・住民への避難呼びかけ
（高齢者など）

・要援護者への支援
（安否確認，声掛け）

・避難所運営
・避難所状況報告

（避難者数など）

地域内情報の共有情報共有・指示

・避難所追加開設情報
（担当地域内の学校等）

・情報収集
・地域内防災体制準備
・消防団との連携等

・地域コミセン自主開設

18

・避難所開設決定

・避難所の追加開設決定



避難所の開設・運営には，地域の皆様の協力が必要です。

地 区
開設避難所

警戒レベル３・警戒レベル４ 状況により開設

○○地区 ○○市民活動センター，○○地区市民センター
○○中学校，○○小学校

■■小学校
□□小学校

地域内の連絡網や，登録制メール，市ホームページなどにより

避難所が開設されることを知った場合

警戒レベル４

避難勧告

【避難所】
○○中学校
○○小学校

地域内の避難所
開設や運営に
ご協力を
お願いします。

19
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新型コロナウイルス感染症が発生している状況においては，
通常の避難所運営とは異なり，様々なことに留意が必要です。

�
●避難所運営に参加していただく際には，

必ずマスクを着用してください。
※可能であれば，アルコール除菌シートなども携行してください。

●宇都宮市の「避難所開設・運営ガイドライン」に，
感染症に配慮した避難所運営手順などを記載して
いますので，内容を確認しておいてください。
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�
●令和２年３月に作成・公表したガイドラインに，

「感染症対策編」を追加しました。

●地域の代表者に配布しているほか，
宇都宮市のホームページからも確認できます。

避難所ガイドライン 宇都宮

インターネット検索
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�
体調不良者とそうではない避難者の動線・避難エリア
の区分けや，避難者同士の距離を保つためのレイアウ
トを設定する。

避難所に入る前の検温や聞き取りにより，体調不良者
がいた場合は，一般の避難者とは分離した動線で受け
付ける。

体調不良者とそうではない避難者を分離するため，体
調不良者は，専用の動線を通り，体調不良者専用ス
ペースへ避難させることにより対応する。

避難所内は定期的に換気し，手洗い・うがいの励行，
手指消毒の徹底やドアノブなどの清掃を実施する。



（１）平常時 （２）発災直前 （３）災害時 （４）復旧・復興期

・防災訓練，避難訓練
・活動体制の整備
・連絡体制の整備
・地域防災マップ作成
・避難路の確認
・指定避難所等の確認
・物資等の備蓄
・防災教育等

・情報収集・共有・伝達
・連絡体制の整備・確認
・状況確認（見回り等）
・気象情報の確認

・身の安全の確保
・出火防止，初期消火
・住民間の助け合い
・活動体制に基づく対応
・救出，救助
・避難誘導，避難支援
・避難所運営・協力

・被災者に対する地域
コミュニティ全体での
支援

・災害対応の振り返り
⇒計画等に反映

・行政との意見交換等

「地区防災計画」の作成例

地域内の 連絡網 を必ず作成してください！
23

地区防災計画（地域の防災計画）の作成

地区防災計画とは，自助，共助，公助の連携が必要であることを踏まえて，
地域の方々が行う自発的な防災活動について定める計画です。



作成した地区防災計画等は，災害発生時に地域と市が連携し円滑
な防災活動を実施するため，市（地区市民センター，市民活動セン
ター）へご提供ください。

地区防災計画や地域のマニュアルに基づく，災害時の地域の役割
について，行政と共有することにより，災害発生時に円滑な自主防
災活動が可能となります。 24

① 地区防災計画（地域の防災計画）の作成

② 行政との共有

③ 行政との連携
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 「地区防災計画」は，行政に「作らされる」計画ではなく，
地域住民自らが，自発的に実施する防災活動について定める計画で

す。

 国から，「地区防災計画ガイドライン」が示されていますので，
作成の際の参考としてください。

 まずは，地域の防災活動には「何が必要か」をみなさんで考え，
少しづつ形にしていきましょう。

地区防災計画ガイドライン
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地域防災拠点（地区市民センター，市民活動センター）から地域代表者※
に災害に関する情報提供があった場合，地域内で情報を共有するために，
必ず連絡網の作成が必要です。

① 地域内連絡網の整理

※ 「自主防災会長」，「連合自治会長」，「まちづくり協議会長」のいずれか１人を原則とする。

② 役割分担

③ 地域内の共有

高齢者等への「避難誘導班」，「避難所運営支援班」，「情報収集班」，
（避難所が長期化した場合の）「避難所炊き出し班」など。

作成した「地区防災計画」は，連絡網とともに周知し，
地域内での共有を図りましょう。



① 「災害対応に関する地域との連携」の推進

② 地区防災計画，マニュアル等作成への支援

出前講座などの機会を活用し，災害時の避難や地域における
連絡体制の整備，地区防災計画の作成などについて地域の皆様へ
説明を行い，市と地域の連携促進を図ります。

地域における自主防災活動に関する計画やマニュアルなどを
作成する際には，地域との意見交換や打ち合わせを行い，作成
を支援します。
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③ 地域との連携

災害時に，地域が円滑に自主防災活動（住民の避難誘導や，
避難所の運営協力など）を実施できるよう，平時から地域との
意見交換や出前講座などにより，連携を図っていきます。

●「地区防災計画」をつくってみた。
市の職員に内容を確認してほしい。

●地域の人たち向けに，防災の出前講座を
企画したい。

●「地区防災計画」を作成したいので，
情報がほしい。 宇都宮市へご相談ください！

宇都宮市 行政経営部
危機管理課
電話:６３２－２０５２
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宇都宮市 行政経営部 危機管理課



講座当日の様子 

 

資料４－１ 参考２ 











　

　公民館の沿革・年表

　左図・写真の説明等など（PRポイントなども可）

・平成１９年　河内町が廃止され宇都宮市へ編入合併

　　　　　　　　　旧河内町役場を「河内地域自治センター」とし

　　　　　　　　　て業務開始

・平成２８年　河内地域自治センターと河内生涯学習セン

　　　　　　　　　ターを併合し，河内地域自治センターを新築

・平成２９年　河内生涯学習センター・河内地区市民セン

ターに改組

●いきいき河内発見講座～「中学生がどうしても伝え

たい”かわち”の魅力」～の模様

令和３年５月に河内地区の古里中学校3年生の33名が

５グループに分かれ、中学生の視点から見た自分たち

の住むまちの魅力を調べて、「PRリーフレット」を

作成し、寸劇等を交えた地域住民向けの講座を開催

●ＰＲリーフレット

古里中学校の３年生（取材時は２年生）の全生徒が地

域へ出向き，調査研究の成果として５テーマを紹介

令和2年度

河内生涯学習センター

地域学講座事例

資料４－３

中学生が講師として地域住民に講義

各種ＰＲリーフレット



１．取組を進めた要因・背景、地域課題、住民ニーズなど

●本センターでは，地域住民の学習意欲の高揚と生活の向上に資する事業の推進，家庭教育支援の充実と地域連携・協

力した教育活動の推進，地域理解を促進する講座と学んだ成果を活動につなげる仕組みの充実を重点項目として講座を企

画している。こうした中，学んだ成果を活動につなげる仕組みの充実を図るため，新たな取組の一つとして地区の中学校と連

携・協力を図りながら企画した講座を開催した。

２．取組内容（力を入れている活動、特徴的な活動、地域課題解決の活動、運営の工夫など）

【いきいき河内発見講座　(地域資源を活用したまちづくり)】

●地域資源を活用し，若年層をはじめ，幅広い世代の多くの住民が今一度自分の住む

まちに”目を向ける”，”関心を高める”さらには”誇りを持つ”郷土愛の醸成を目的とした講

座。

●古里中学校で昨年度，新型コロナウイルス感染症によって中止になった社会体験学習

「宮っこチャレンジ」（職業体験）の代わりに，地域の良さをＰＲするリーフレット作成。中

学生が自ら関係各所と調整し，精力的な取材で地域への理解を深めた。

●古里中学校での取組が本センター講座の趣旨である”郷土愛の醸成”と重なったことか

ら，中学校や地域団体と連携を図りながら，共同で講座を開催。

●古里中学校でグループ毎に作成したリーフレットを同校関係者で選考し，入選した５グ

ループを講師として招き，内容を発表。

●今後も地区の産業や豊かな自然，人材など地域資源を活用した事業を構築し，地区

内にある3中学校の学生交流や仲間づくり，地区の未来を拓くたくましい河内子（かわちっ

こ）の育成に向け，取り組んでいく。

【河内地区ガイドブック「かわち」発行】

●河内地区まちづくり協議会楽しいプロジェクトガイドブック編集委員が中心となり、河内地

区のあゆみや文化財、自然などについてまとめた河内地区住民向け情報紙を発行。

３．取組による成果や効果

【いきいき河内発見講座(地域資源を活用したまちづくり)】

●地域の歴史や文化，地域の情報等の講座においては，高齢者のみの参加であった

が，４０代，５０代など幅広い年齢層の参加につながり，定員いっぱいの約５０人の

受講者を集めた。

●中学生が直接現場を取材して作成したＰＲリーフレットを活用し，寸劇やクイズ等を織

り込み地域の資源を分かりやすく工夫しながら説明したことで多くの参加者から高評価をい

ただいた。また，ＰＲリーフレットは，駅や図書館，生涯学習センターなど５５カ所に配布

した。現在，河内地区に住んでいる方が自分の住むまちの魅力を再発見する機会となるの

はもちろんのこと，これから河内地区の住民になる方々へまちの魅力を発信するための有効

なアイテムとなる。

【河内地区ガイドブック「かわち」発行(地域資源を活用したまちづくり)】

●「いきいき河内発見講座」に主体的に関わっている地域団体のまちづくり協議会でもガイ

ドブックを発行している。前述の講座を通して，世代を越えた情報交換の場や住民同士の

学びの機会を創出することで，それぞれが「自分ごと」として様々な視点から地域を学び，

理解を深めていた。

○

○

○○

○○○

○○○

入選した

ＰＲリーフレッ

ト

河内地区ガイドブッ

ク「かわち」

中学生がどうし

ても伝えたい”

かわち”の魅力



５．公民館として大切にしていること、大切にしている考え

４．取組の検証・改善を行う仕組み・方法

●参加者にアンケートを実施し，講座自体の評価，多様な意見等を踏まえながら，検証・改善を行っている。

●協力団体においてもヒアリングを実施し，検証・改善を図っている。

身近な生涯学習の拠点として様々な学習活動やまちづくり活動を支援するとともに，社会環境

が急激に変化する中において，社会の要請に対応する事業や人間力の向上，家庭・地域の

教育力の向上に資する事業に取り組んでいる。

６．これから公民館をどのようにしていきたいか。次の仕掛けやビジョンなど。

●地域の魅力を発見できる事業の充実を図る。

●地域の人材等を活用した講座を実施するとともに，地域で活躍できる人材の育成に努める。

●仲間づくりや交流の場を提供し，人と人の絆づくりを推進する。

●人間力の向上や家庭教育力の向上に資する事業を積極的に展開する。

河内地区

地域ビジョン

サギソウの

鉢植え講座



資料４－３　参考




















